
※イベントや講座などは中止・延期・内容が変更になる場合があります。 最新の情報は、本市公式ウェブサイトか、各問い合せ先でご確認ください。

6 月福　
祉

長
寿
社
会
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

問	

本
庁
舎
長
寿
社
会
課
（
13
番
窓
口
）

	

０
８
５
７-

30-

８
２
１
２

	

０
８
５
７-

20-

３
９
０
６

問	

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

・

 

10
㌻

【
高
齢
者
住
宅
改
修
費
の
助
成
な
ど
】

容
手
す
り
の
取
付
け
、
段
差
の
解
消
、

滑
り
防
止
の
た
め
の
床
材
変
更
、
和
式

便
器
か
ら
洋
式
便
器
へ
の
取
替
え
な
ど

※
新
築
・
増
築
の
場
合
は
対
象
外

対
▽
⑴
介
護
保
険
住
宅
改
修
費
：
介

護
保
険
の
「
要
支
援
」「
要
介
護
」
認
定

者　

▽
⑵
高
齢
者
居
住
環
境
整
備
費
：

⑴
に
該
当
す
る
者
で
、
本
人
お
よ
び
同

一
住
所
を
有
す
る
者
全
員
が
市
民
税
非

課
税　

※
⑴
・
⑵
は
併
用
可
（
⑴
を
優

先
）　

額
▽
⑴
介
護
保
険
住
宅
改
修
費

の
対
象
工
事
費
（
上
限
20
万
円
）
の
７

割
〜
９
割　

▽
⑵
高
齢
者
居
住
環
境
整

備
費
の
対
象
工
事
費
（
上
限
80
万
円
）

の
う
ち
、
20
万
円
ま
で
は
３
分
の
２
、

20
万
円
超
～
80
万
円
ま
で
は
２
分
の
１

を
乗
じ
た
額
（
最
高
43
万
３
千
円
）

※
工
事
着
工
前
に
申
請
が
必
要
（
担
当

の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
）

【
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証
の
更

新
手
続
き
】

容
現
在
お
持
ち
の
認
定
証
の
有
効
期

限
は
７
月
31
日
で
す
。
介
護
保
険
施
設

（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
・
介
護
老
人

保
健
施
設
・
介
護
医
療
院
）
に
入
所
中

の
人
は
、
手
続
き
に
つ
い
て
施
設
へ
ご

相
談
く
だ
さ
い
。
※
認
定
証
を
お
持
ち

の
人
に
は
更
新
の
お
知
ら
せ
を
送
付
予

定　

時
６
月
１
日
（
月
）
〜
30
日
（
火
）

所
本
庁
舎
長
寿
社
会
課
・
各
総
合
支
所

市
民
福
祉
課　

持
本
人
確

認
書
類
、
代
理
権
を
確
認

で
き
る
書
類
な
ど

鳥
取
市
中
央
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

か
ら
の
お
知
ら
せ

問	

本
庁
舎
鳥
取
市
中
央
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

	

０
８
５
７-

20-

３
４
５
７

	

０
８
５
７-

20-

３
９
０
６

【
認
知
症
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム
】

　

認
知
症
に
つ
い
て
の
知
識
を
持
つ
医

療
・
介
護
の
専
門
職
が
チ
ー
ム
と
な

り
、
認
知
症
が
あ
り
適
切
な
医
療
や
介

護
サ
ー
ビ
ス
に
繋
が
っ
て
い
な
い
人
な

ど
へ
初
期
支
援
を
集
中
的
に
行
い
、
認

知
症
に
な
っ
て
か
ら
も
自
分
ら
し
く
暮

ら
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
の
サ

ポ
ー
ト
を
行
い
ま
す
。
詳
し
く
は
、
お

住
ま
い
の
地
域
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
認
知
症
家
族
の
集
い
】

時
６
月
19
日
（
金
）
10:

00
〜
12:

00

所
本
庁
舎
３
階
会
議
室
３-

１

料
無
料　

※
予
約
不
要

【
お
れ
ん
じ
ド
ア
と
っ
と
り
】

時
６
月
25
日
（
木
）
10:

00
〜
12:

00

所
渡
辺
病
院
南
館
１
階　

容
認
知
症

の
当
事
者
同
士
の
情
報
交
換
の
場

料
無
料　

※
要
予
約

家
族
教
室・専
門
相
談
の
ご
案
内

問	

駅
南
庁
舎
心
の
健
康
支
援
室

	

０
８
５
７-
22-

５
６
１
６

	

０
８
５
７-
20-
３
９
６
２

【
ア
ル
コ
ー
ル
・
薬
物
・
ギ
ャ
ン
ブ
ル

（
ゲ
ー
ム
）
等
家
族
教
室
】

時
６
月
13
日
（
土
）
13:

30
〜
15:

00

※
予
約
不
要　

所
さ
わ
や
か
会
館
３
階

第
２
研
修
室　

容
ミ
ニ
レ
ク
チ
ャ
ー

『
依
存
症
の
治
療
に
つ
い
て
』、
話
し
合

い　

▽
講
師
：
山や

ま
し
た
よ
う
ぞ
う

下
陽
三
さ
ん
（
渡
辺

病
院
副
院
長
）　

対
ご
家
族
の
ア
ル

コ
ー
ル
・
薬
物
・
ギ
ャ
ン
ブ
ル
（
ゲ
ー

ム
）
な
ど
で
お
困
り
の
人　

※
ご
本
人

は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

【
ア
ル
コ
ー
ル
・
薬
物
・
ギ
ャ
ン
ブ
ル

（
ゲ
ー
ム
）
等
専
門
相
談
】

時
６
月
13
日
（
土
）
15:

00
〜
16:

00

※
前
々
日
ま
で
に
要
予
約　

所
さ
わ

や
か
会
館
３
階
第
１
研
修
室　

対
ア

ル
コ
ー
ル
・
薬
物
・
ギ
ャ
ン
ブ
ル
（
ゲ
ー

ム
）
な
ど
の
問
題
で
お
困
り
の
人

※
関
係
者
か
ら
の
相
談
も
可
能

【
ひ
き
こ
も
り
家
族
教
室
】

時
６
月
16
日
（
火
）
10:

00
〜
12:

00

※
予
約
不
要　

所
さ
わ
や
か
会
館
３

階
第
２
研
修
室　

容
講
演
「
家
族
の

関
わ
り
方
と
役
割
に
つ
い
て
」　

講
師
：

山や
ま
も
と本

恵け
い
こ子

さ
ん
（
と
っ
と
り
ひ
き
こ
も

り
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長
）　

対
ひ

き
こ
も
り
状
態
に
あ
る
人
の
家
族

※
個
別
相
談
に
も
応
じ
ま
す（
要
予
約
）

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動

問	

鳥
取
保
護
区
保
護
司
会

	

０
８
５
７-

21-

３
２
０
３

■
統
一
標
語

「
犯
罪
や
非
行
を
防
止
し
、
立
ち
直

り
を
支
え
る
地
域
の
チ
カ
ラ
」

■
強
調
月
間

　

７
月
１
日
（
水
）
～
31
日
（
金
）

【
出
発
式
＆
ふ
れ
あ
い
講
演
会
】

時
７
月
１
日
（
水
）  

所
と
り
ぎ
ん
文

化
会
館
小
ホ
ー
ル　

容
▽
10:

00
～ 

出
発
式　

▽
10:

30
～ 

作
文
朗
読　

▽
10:

40
～ 

講
演
会  

講
師
：
川か

わ

口ぐ
ち

和か
ず

久ひ
さ

さ
ん
、
生い

く

田た

公こ
う

厳げ
ん

さ
ん　

料
入
場

無
料ふ

れ
あ
い
広
場

問	

本
庁
舎
障
が
い
福
祉
課
（
13
番
窓
口
）

	

０
８
５
７-

30-

８
２
１
７

	

０
８
５
７-

20-

３
９
０
７

時
６
月
20
日
（
土
）
13:

00
～
16:

00

所
鳥
取
産
業
体
育
館　

容
障
が
い
や
障

が
い
の
あ
る
人
へ
の
理
解
を
深
め
る
イ

ベ
ン
ト
開
催　

▽
福
祉
事
業
所
に
よ
る

物
販
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の
各

種
体
験
型
コ
ー
ナ
ー
、
障
が
い
に
関
す

る
体
験
コ
ー
ナ
ー
、ス
テ
ー
ジ
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
、
そ
の
他
各
種
コ
ー
ナ
ー

お
知
ら
せ

国
民
健
康
保
険
料
納
付
通
知
書

を
お
送
り
し
ま
す

問	

本
庁
舎
保
険
年
金
課
（
９
番
窓
口
）

	

０
８
５
７-

30-

８
２
２
２

	

０
８
５
７-

20-

３
９
０
６

問	

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

・

 

10
㌻

　

保
険
料
の
納
付
通
知
書
を
６
月
中
旬

に
お
送
り
し
ま
す
。
納
期
は
６
月
〜
令

和
９
年
３
月
ま
で
の
10
期
で
す
。

※
口
座
振
替
（
全
期
前
納
お
よ
び
期
別

振
替
）
の
人
は
、
６
月
か
ら
引
き
落
と

し
開
始
で
す
。
口
座
残
高
に
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

童
謡
唱
歌
１
０
０
曲
マ
ラ
ソ
ン

問	

本
庁
舎
文
化
交
流
課
（
34
番
窓
口
）

	

０
８
５
７-

30-

８
０
２
１

	

０
８
５
７-

20-

３
０
４
０

時
６
月
12
日
（
金
）
13:

00
～

所
と
り
ぎ
ん
文
化
会
館
梨
花
ホ
ー
ル

容
保
育
園
・
幼
稚
園
・
小
学
校
ほ
か

音
楽
団
体
が
31
団
体
出
演
し
、
童
謡
唱

歌
を
歌
い
つ
な
ぐ
観
客
参
加
型
コ
ン

サ
ー
ト　

料
無
料

付加年金制度を
ご存じですか?
問	本庁舎保険年金課（9番窓口）
	0857-30-8224    0857-20-3906

問	日本年金機構鳥取年金事務所
	0857-27-8311

　国民年金の付加保険料は、月々の保険料に
400 円上乗せして納めると、納付額に応じて、
65 歳から受け取る老齢基礎年金に付加年金を
上乗せして受取ることができます。
対　象　第 1号被保険者と任意加入被保険者

（65 歳未満）　※免除等が承認されて
いる人、国民年金基金に加入している
人は申し込みできません。

■付加年金（年間受け取り額）の計算式
200 円×付加保険料納付月数

＝付加年金額（年額）
※付加年金は申出のあった月分から納付

　例えば、付加保険料を 10 年間収めると、納
付額は 400 円× 120 月＝ 48000 円です。1
年間に受け取る付加年金は 200 円× 120 月＝
24000 円となり、2年間でご自身が支払った額
と同額になります。

太陽光発電などによる
売電収入がある人へ
問	（売電所得）本庁舎市民税課（21番窓口）
	0857-30-8147   0857-20-3921

問	（償却資産）本庁舎固定資産税課（21番窓口）
	0857-30-8156   0857-20-3920

　太陽光発電設備を設置し、余剰電力や電力の全
量を電力会社に売却している場合、所得税の確定
申告または市・県民税の申告をお願いします。
●売電所得が黒字の場合は、売電所得以外の所
得と併せて、所得税の確定申告または市・県
民税の申告をする必要があります。
確定申告で売電所得の申告をした場合は、改
めて市・県民税の申告をする必要はありませ
ん。
※個人（住宅用）の太陽光発電設備で、発電出
力が 10㌔㍗以上かつ屋根一体型のうち一部
を除くものは、固定資産税（償却資産）の申
告が必要です。

※詳しくは本市公式ウェブサイトをご
覧ください。

凡
例
　
時
＝
日
時
　
所
＝
場
所
　
容
＝
内
容
　
対
＝
対
象
　
条
＝
条
件
　
員
＝
定
員
　
数
＝
数
量
　
額
＝
支
給
・
助
成
額
な
ど

　
　
　
料
＝
料
金
　
募
＝
募
集
期
間
・
方
法
　
受
＝
受
付
　
持
＝
持
参
す
る
も
の
　
問
＝
問
い
合
わ
せ
先
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